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第2節　水環境の保全
１　水環境の現状

⑴　安全な水環境
①　環境基準の達成状況
　人の健康の保護に関する項目 26 項目中、迫川中
流でふっ素が、江合川上流及び名取川中流で砒素
が環境基準を超過しました。
　平成 18 年度まで鉛の項目で環境基準を超過して
いた迫川中流（五輪原橋）では、超過は見られま
せんでした。
　地下水では、新たな地点で実施した概況調査に
おいて、39 地点中砒素が 1箇所、テトラクロロエ
チレンが 1箇所、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が
2箇所で環境基準を超過しました。

　定期モニタリング調査対象地点では、36 箇所で
環境基準を超過しました。
②　公共用水域
　迫川中流（五輪原橋及び久保橋）でふっ素が基
準を超過した要因は、自然汚濁及び鉱山排水によ
るものと考えられます。江合川上流（鳴子ダム上
流部）及び名取川中流（碁石川合流前）で砒素が
基準を超過した要因は、上流部からの温泉水の流
入等自然的汚濁によるものと考えられます。

環境対策課

③　地下水
　概況調査において、新たに砒素が 1箇所、テト
ラクロロエチレンが 1箇所、硝酸性窒素及び亜硝
酸性窒素が 2箇所で環境基準を超えた井戸が発見
されました。テトラクロロエチレンで環境基準を
超えた地点の周辺井戸について水質調査を行った
ところ、環境基準を超過した井戸が 1地点ありま
した。

　定期モニタリング調査では 36 地点で環境基準を
超過しています。主な超過項目は、テトラクロロ
エチレン等の有機塩素系化合物であり、人為的な
汚染によるものと考えられます。
　また、砒素の環境基準超過の要因は、地質構造
由来の自然汚濁によるものと考えられます。

▲図 2-4-2-1　迫川中流（久保橋）におけるカドミウム・鉛・ふっ素の測定結果（平均値）

▲図 2-4-2-2　江合川上流及び名取川中流における砒素の測定結果（平均値）
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▼表 2-4-2-1　地下水水質測定計画に基づく測定結果

注） Pb：鉛、Cr6+：六価クロム、As：砒素、1.1-DCE：1.1- ジクロロエチレン、C-1.2DCE：シス -1.2- ジクロロエチレン、1.1.1-TCE：1.1.1-
トリクロロエタン、TCE：トリクロロエチレン、PCE：テトラクロロエチレン、NO2-N、NO3-N：亜硝酸性窒素・硝酸性窒素、F：ふっ素、B：
ほう素　＊＊汚染井戸周辺地区調査

⑵　清らかな水環境
①　環境基準の達成状況
　生活環境項目のうち有機性汚濁の指標となる
BOD及び CODの環境基準の達成状況について水
域ごとに見ると、河川では 59 水域中 58 水域で達
成しており、達成率 98％でした。湖沼では 12 水
域のうち 2 水域で達成しており達成率は 16.7％、
海域では 24 水域のうち 15 水域で達成しており達
成率は 62.5％でした。
　全窒素・全燐の環境基準の達成状況は、湖沼は、
全燐で 5 水域のうち 1 水域で環境基準を達成し、

達成率は 20％でした。（全窒素は当分の間適用し
ないこととしています。）海域では、全窒素では 9
水域中全水域で達成し達成率は 100％であり、全
燐は 9水域中 7水域で達成し達成率は 78％となっ
ています。
　また、平成 18 年 6 月に北上川水系の北上川全域
において水生生物の保全に係る水質環境基準の類
型、河川生物A（達成期間：直ちに達成する。）が
指定されました。

▼表 2-4-2-2　類型別及び水域別の BOD（COD）の環境基準達成状況

▲図 2-4-2-3　全水域環境基準達成率の推移

項　　目 Pb Cr6+ As 四塩化 
炭素

1,1- 
DCE

C-1,2 
DCE

1,1,1- 
TCE TCE PCE NO2-N 

NO3-N F Ｂ As** PCE**

環境基準（mg/l） 0.01 0.05 0.01 0.002 0.02 0.04 1 0.03 0.01 10 0.8 1 0.01 0.01

概況
調査

調査市町村数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1

調査地点数 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 1 7

検出（超過）地点数 0（0） 0（0） 1（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 4（1） 37（2） 5（0） 23（0） 0（0） 5（1）

最大値（mg/l） 0.031 0.030 18 0.016

定期
モニタ
リング
調査

調査市町村数

調査地点数 23 21 34 21 35 35 35 35 35 24 1 1

検出（超過）地点数 0（0） 1（1） 21（16） 1（0） 3（1） 5（0） 6（0） 9（3） 14（9） 16（7） 0（0） 1（0）

最大値（mg/l） 0.16 0.16 0.025 0.92 1.9 19

類型 
区分

あてはめ 
水域数

基準 
点数

達成 
基準点数

達成 
水域数

達成率（％）

Ｈ 15 H16 H17 H18 H19

河川 
(BOD)

AA 7 14 14 7 100 86 100 100 100 

Ａ 20 20 19 19 100 100 100 100 95 

Ｂ 16 18 18 16 100 100 100 100 100 

Ｃ 16 17 17 16 100 100 100 100 100 

計 59 69 68 58 100 98 100 100 98 

湖沼 
(COD)

AA 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

Ａ 4 4 2 2 50 25 50 50 50 

Ｂ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

計 12 12 2 2 17 8.3 17 17 17 

海域 
(COD)

Ａ 9 29 11 3 33 33 22 33 33 

Ｂ 9 12 9 6 78 78 66 67 67 

Ｃ 6 6 6 6 100 100 100 100 100 

計 24 47 25 15 67 67 58 63 63 

H15 H16 H17 H18

河川 

湖沼 

海域 

全水域

環
境
基
準
達
成
率
（
％
）

0

20

40

60

80

100



64

第
　
二
　
部

環
境
保
全
施
策
の
展
開

安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保

第 2 部　環境保全施策の展開

65

②　河川
　類型ごとの BODについては、A類型の 20 水域
のうち 1水域で環境基準を達成しませんでしたが、

AA類型、B類型、C類型については全水域で達
成しました。

▲図 2-4-2-4　生物化学的酸素要求量（BOD）が高い地点の推移（年間 75％値）

③　湖沼
　類型ごとの CODについては、A類型の 4 水域
のうち 2 水域で環境基準を達成しましたが、AA

類型、B類型については全水域で未達成となりま
した。

▲図 2-4-2-6　化学的酸素要求量（COD）が低い地点（年間 75％値）

▲図 2-4-2-5　化学的酸素要求量（COD）が高い地点（年間 75％値）

▲図 2-4-2-7　全燐測定結果の推移（年間平均値）
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④　海域
　類型ごとの CODについては、A類型 9 水域の
うち 3 水域、B類型 9 水域で 6 水域、C類型 6 水
域の全水域で環境基準を達成しています。また、
全窒素は、全水域で環境基準を達成しています。

さらに、全燐については、Ⅲ類型 3水域のうち 2
水域で、Ⅱ類型は 6水域のうち 5水域で環境基準
を達成しています。

▲図 2-4-2-8　化学的酸素要求量（COD）が高い地点（年間 75％値）

▲図 2-4-2-9　化学的酸素要求量（COD）が低い地点（年間 75％値）

▲図 2-4-2-10　全窒素測定結果の推移（年間平均値）

▲図 2-4-2-11　全燐測定結果の推移（年間平均値）
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㈭　海水浴場
　主な海水浴場（年間利用者数概ね 1 万人以上）
の水質測定結果は、すべての海水浴場が環境省通
知に基づく判定基準の「適」または「可」と判定

され、不適と判定された海水浴場はありませんで
した。

▼表 2-4-2-3　海水浴場水質測定結果総括表（平成 19 年度分（開設前調査））

２　安全な水環境を目指して講じた施策

⑴　工場・事業場対策
　水質汚濁防止法では、人の健康に係る被害が生
じるおそれのある物質を含む汚水廃液を排出する
等一定の要件を備える施設を特定施設として定め、
特定施設を設置している工場・事業場から公共用
水域に排出される水について排水基準を適用して
規制を行っています。
　水質汚濁防止法に規定する特定事業場の数は、
平成 19 年度末で 6,761 事業場で前年度と比較して
44 事業場増加しています。このうち有害物質を排
出するおそれのある特定事業場は 197 事業場で全
特定事業場の約 3％となっています。

環境対策課

海水浴場名  市町村名 調査月日
水質検査結果（開設前）

ふん便性大腸菌 
群数（個/100ml）

ＣＯＤ 
（mg/l） 透明度 油膜の 

有　無  判　　定 

小 田 の 浜 気 仙 沼 市   5/21 <2 1.6 全透 無 適（ＡＡ）

お 伊 勢 浜 気 仙 沼 市   5/22 <2 1.5 全透 無 適（ＡＡ）

大 谷 本 吉 町   5/22 <2 1.4 全透 無 適（ＡＡ）

小 泉 本 吉 町   5/22 <2 1.4 全透 無 適（ＡＡ）

長 須 賀 南 三 陸 町   5/22 <2 2.6 全透 無 可（Ｂ）

サンオーレそではま 南 三 陸 町   5/22 7 1.3 全透 無 適（Ａ）

白 浜 石 巻 市   5/9  16 2.3 全透 無 可（Ｂ）

荒 浜 石 巻 市   5/9  <2 1.5 全透 無 適（ＡＡ）

夏 浜 女 川 町   5/9  45 1.7 全透 無 適（Ａ）

網 地 白 浜 石 巻 市   5/9  <2 2.1 全透 無 可（Ｂ）

渡 波 石 巻 市   5/15 29 2.3 全透 無 可（Ｂ）

野 蒜 東 松 島 市   5/15 17 2.8 全透 無 可（Ｂ）

桂 島 塩 竈 市   5/14 <2 2.1 全透 無 可（Ｂ）

菖 蒲 田 七 ヶ 浜 町   5/15 <2 1.8 全透 無 適（ＡＡ）

深 沼 仙 台 市   5/8,9 <2 3.0 全透 無 可（Ｂ）

閖 上 名 取 市   5/15 <2 2.0 全透 無 適（ＡＡ）

荒 浜 亘 理 町   5/15 5 2.4 全透 無 可（Ｂ）

磯 浜 山 元 町   5/15 <2 2.2 全透 無 可（Ｂ）
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▼表 2-4-2-4　水質汚濁防止法に規定する特定事業場数

分類 
番号

業種区分
平成17年度末

における
特定事業場数

平成18年度末
における

特定事業場数

平成19年度末における特定事業場数
①1日当たりの平均排水量50ｍ3以上 ②一日あたりの平均排水量50m3未満 ②のうち生活環境項

目のうち排水基準が
適用される事業場

①＋②合計の事業場 有害物質使用特定事業場 の事業場 有害物質使用特定事業場
地下浸透 地下浸透

１ 鉱業又は水洗炭業 1 (0) 8 (0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 7 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 08 (0)

1-2 畜産農業又は関連サービス業 1,547 (20) 1,552 (21) 11 (0) 0 (0) 0(0) 1,546 (21) 0 (0) 0(0) 15 (0) 1,557 (21)

2 畜産食料品製造業 92 (4) 92 (5) 10 (1) 0 (0) 0(0) 80 (5) 0 (0) 0(0) 3 (0) 90 (6)

3 水産食料品製造業 650 (6) 651 (7) 41 (0) 0 (0) 0(0) 613 (7) 0 (0) 0(0) 21 (0) 654 (7)

4 保存食料品製造業 332 (10) 338 (10) 4 (1) 0 (0) 0(0) 334 (9) 0 (0) 0(0) 0 (0) 338 (10)

5 みそ・食酢等の製造業 81 (2) 81 (2) 1 (0) 0 (0) 0(0) 81 (2) 0 (0) 0(0) 0 (0) 82 (2)

8 菓子・製あん業 14 (3) 14 (3) 1 (1) 0 (0) 0(0) 13 (2) 0 (0) 0(0) 0 (0) 14 (3)

9 洗米業 4 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 4 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 4 (0)

10 飲料製造業 52 (4) 52 (5) 8 (2) 1 (0) 0(0) 44 (2) 0 (0) 0(0) 1 (1) 52 (4)

11 飼肥料製造業 18 (6) 17 (6) 6 (0) 0 (0) 0(0) 13 (6) 0 (0) 0(0) 1 (1) 19 (6)

15 ぶどう糖水あめ製造業 2 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 2 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 2 (0)

16 めん類製造業 47 (3) 47 (3) 2 (0) 0 (0) 0(0) 45 (3) 0 (0) 0(0) 1 (1) 47 (3)

17 豆腐煮豆製造業 555 (27) 555 (27) 1 (0) 0 (0) 0(0) 554 (27) 0 (0) 0(0) 0 (0) 555 (27)

18-2 冷凍調理食品製造業 10 (0) 9 (0) 2 (0) 0 (0) 0(0) 11 (0) 0 (0) 0(0) 1 (0) 13 (0)

19 繊維製品製造業 10 (4) 10 (4) 1 (0) 0 (0) 0(0) 9 (4) 0 (0) 0(0) 0 (0) 10 (4)

21-2 湿式バーカー 2 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 2 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 2 (0)

21-3 合板製造業 5 (0) 5 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 5 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 5 (0)

21-4 パーティクルボード製造業 2 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 2 (0)

22 木材薬品処理業 3 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 3 (0) 1 (0) 0(0) 0 (0) 3 (0)

23 紙加工品製造業 4 (1) 4 (1) 2 (0) 0 (0) 0(0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 3 (0)

23-2 印刷業等 57 (42) 57 (42) 0 (0) 0 (0) 0(0) 58 (42) 1 (1) 0(0) 1 (0) 58 (42)

24 化学肥料製造業 2 (0) 2 (0) 2 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 2 (0)

26 無機顔料製造業 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 1 (0)

27 その他の無機化学工業製造業 3 (2) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 0(0) 3 (2) 0 (0) 0(0) 0 (0) 3 (2)

33 合成樹脂製造業 2 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 2 (0)

42 ゼラチン・にかわの製造業 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0(0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 1 (1)

47 医薬品製造業 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 1 (1) 0 (0) 0(0) 1 (1) 1 (1)

49 農薬製造業 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 1 (0)

51 石油精製業 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0(0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 1 (1)

51-2 自動車タイヤ・チューブ製造業、ゴムホース製造業等 4 (2) 4 (2) 2 (1) 1 (1) 0(0) 2 (1) 0 (0) 0(0) 0 (0) 4 (2)

52 皮革製造業 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 1 (0)

53 ガラス製品製造業 11 (4) 11 (4) 2 (0) 0 (0) 0(0) 9 (4) 1 (0) 0(0) 0 (0) 11 (4)

54 セメント製品製造業 90 (5) 90 (5) 1 (0) 0 (0) 0(0) 89 (5) 0 (0) 0(0) 1 (0) 90 (5)

55 バッチャープラント 87 (16) 84 (15) 3 (1) 0 (0) 0(0) 83 (15) 0 (0) 0(0) 1 (1) 86 (16)

57 人造黒鉛電極製造業 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 1 (0)

59 砕石業 12 (1) 12 (1) 0 (0) 0 (0) 0(0) 13 (1) 0 (0) 0(0) 0 (0) 13 (1)

60 砂利採取業 37 (4) 37 (4) 7 (0) 0 (0) 0(0) 31 (4) 0 (0) 0(0) 0 (0) 38 (4)

61 鉄鋼業 4 (2) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 0(0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 4 (2)

62 非鉄金属製造業 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 1 (0)

63 金属製品製造業 10 (1) 10 (1) 4 (0) 1 (0) 0(0) 6 (1) 3 (1) 0(0) 1 (0) 10 (1)

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設の廃ガス洗浄施設 3 (0) 3 (0) 2 (0) 1 (0) 0(0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 03 (0)

64-2 水道施設 25 (6) 25 (6) 14 (5) 2 (0) 0(0) 11 (1) 0 (0) 0(0) 0 (0) 25 (6)

65 表面処理施設 76 (10) 76 (12) 20 (0) 13 (0) 0(0) 62 (15) 26 (6) 0(0) 1 (0) 82 (15)

66 電気めっき施設 14 (3) 14 (3) 3 (0) 1 (0) 0(0) 10 (3) 6 (1) 0(0) 7 (7) 13 (3)

66-2 旅館業 1,111 (80) 1,103 (82) 133(22) 13 (0) 0(0) 954 (61) 22 (0) 0(0) 24 (0) 1,087 (83)

66-3 共同調理場 18 (4) 16 (4) 6 (1) 0 (0) 0(0) 12 (4) 0 (0) 0(0) 2 (0) 18 (5)

66-4 弁当製造業 15 (6) 14 (6) 3 (0) 0 (0) 0(0) 12 (6) 0 (0) 0(0) 0 (0) 15 (6)

66-5 飲食店 44 (17) 45 (18) 9 (1) 0 (0) 0(0) 36 (17) 0 (0) 0(0) 1 (0) 45 (18)

66-6 主食と認められる食事を提供しない飲食店 2 (1) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0(0) 3 (2) 0 (0) 0(0) 0 (0) 3 (2)

67 洗たく業 380 (58) 380 (59) 9 (4) 1 (0) 0(0) 367 (60) 15 (1) 0(0) 5 (4) 376 (64)

68 写真現像業 119 (40) 120 (41) 0 (0) 0 (0) 0(0) 121 (42) 0 (0) 0(0) 1 (1) 121 (42)

68-2 病院 13 (5) 12 (5) 6 (1) 1 (1) 0(0) 7 (4) 1 (1) 0(0) 0 (0) 13 (5)

69 と畜業 3 (1) 3 (1) 2 (0) 0 (0) 0(0) 1 (1) 0 (0) 0(0) 0 (0) 3 (1)

69-2 中央卸売市場 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0(0) 1 (1) 0 (0) 0(0) 0 (0) 1 (1)

70 廃油処理施設 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 1 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 1 (0)

70-2 自動車分解整備事業 13 (12) 13 (12) 1 (1) 1 (1) 0(0) 13 (12) 0 (0) 0(0) 0 (0) 14 (13)

71 自動式車両洗浄施設 725 (316) 737 (324) 1 (1) 0 (0) 0(0) 749 (329) 0 (0) 0(0) 9 (6) 750 (330)

71-2 試験・研究機関 104 (59) 110 (65) 11 (0) 8 (0) 0(0) 99 (65) 31(17) 0(0) 1 (0) 110 (65)

71-3 一般廃棄物処理施設 19 (3) 19 (3) 1 (0) 0 (0) 0(0) 18 (3) 8 (0) 0(0) 2 (0) 19 (3)

71-4 産業廃棄物処理施設 23 (12) 24 (12) 0 (0) 0 (0) 0(0) 23 (12) 3 (2) 0(0) 1 (0) 23 (12)

71-5 トリクロロエチレン等洗浄施設 18 (2) 15 (2) 1 (0) 1 (0) 0(0) 14 (2) 12 (0) 0(0) 0 (0) 15 (2)

71-6 トリクロロエチレン等蒸留施設 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 1 (0) 1 (0) 0(0) 0 (0) 1 (0)

72 し尿処理施設 177 (17) 159 (17) 167(17) 6 (1) 0(0) 9 (0) 0 (0) 0(0) 5 (3) 176 (17)

73 下水道終末処理施設 42 (5) 38 (5) 42 (5) 8 (4) 0(0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 2 (2) 42 (5)

74 共同処理施設 18 (2) 15 (2) 10 (0) 3 (0) 0(0) 6 (2) 0 (0) 0(0) 0 (0) 16 (2)

合                   計 6,722 (831) 6,717 (855) 563(69) 66(11) 0(0) 6,198 (806) 131(30) 0(0) 111(28) 6,761 (875)
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３　清らかな水環境を目指して講じた施策

⑴　工場・事業場対策
①　特定事業場対策
　水質汚濁防止法では、湖沼や海域の内湾のよう
な閉鎖的な水域については、植物プランクトンの
増殖による水質汚濁を防止するため、その要因と
なる窒素・燐についても排水基準が定められてい
ます。
　県内の公共用水域のうち、水質汚濁防止法によ
る一律の排水基準によっては生活環境を保全する
ことが十分でないと認められる阿武隈川、松島湾
等の水域については、より厳しい上乗せの排水基
準を設定しています。さらに、水質汚濁防止法に
よる特定施設となっていない施設で水質の保全を
図る上で規制が必要であるものに対しては、公害
防止条例により水質汚濁防止法と同等の規制を
行っています。
　公害防止条例の対象となっている事業場は、
1,352 事業場であり、そのうち、95 事業場に排水
基準が適用されています。
　排水基準の遵守状況の把握及び指導のため、こ

れら工場・事業場に対して立入検査を実施した件
数は、法に基づくもの 1,092 件、条例に基づくも
の40件でした。このうち、排出水の水質検査を行っ
た件数は 491 件（法 459 件、条例 32 件）で、排水
基準に適合しない件数は 37 件でした。不適合の
工場・事業場については、改善命令（1件）ほか、
汚水等の処理施設の管理方法の改善等について指
導を行いました。

環境対策課

⑵　地下水汚染対策
　平成元年度に水質汚濁防止法が改正され、トリ
クロロエチレン及びテトラクロロエチレンの 2物
質が排水基準項目に追加され排水規制が行われる
とともに、有害物質を含む水の地下への浸透が禁
止されました。また、同時に、公共用水域と同様、
各都道府県知事が地下水の常時監視を行い、測定
結果を公表することとなりました。
　平成 8 年には、水質汚濁防止法の改正により、
地下水汚染原因者に対する改善措置の命令が規定
され、平成 9年 3 月には、地下水に関して、人の
健康の保護に関する環境基準 23 項目について設定
され、平成 11 年 2 月には硝酸性窒素及び亜硝酸性
窒素、ふっ素、ほう素の 3項目が新たに追加され
ました。
　環境基準を超える汚染が発見された井戸につい
ては、人の健康を保護する観点から、飲用の禁止、
上水道への切換指導等を指導しています。

⑶　農薬等対策
①　ゴルフ場に係る農薬対策
　「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導

要綱」及び「ゴルフ場における農薬の安全使用に
関する指導要領」に基づき、農薬の安全かつ適正
な使用及び危害防止を推進しました。
　県内全てのゴルフ場を巡回し、農薬使用記録簿
をもとに農薬の使用状況や防除の実施状況につい
て指導を行いました。
②　農薬の適正使用
　航空防除で使用される農薬については、「公共用
水域における農薬の水質評価指針値」を達成する
ため、実施団体に対し、水道水源となっている河川、
湖沼及び浄水場等の周辺を除外して実施区域を選
定するよう指導したほか、航空防除の内容を市町
村等と事前に協議し、水道水源の汚染防止に努め
ています。
　県民を対象にした農薬に関する意見交換会を開
催したほか、農家等に対しては、農薬の使用基準
の遵守を指導しています。
　また、農薬取扱者を対象とした研修会を開催す
るとともに、リーフレットや「宮城県農作物病害虫・
雑草防除に関する資料」を配布し、農薬の適正使
用の啓発を図りました。

環境対策課

農産園芸環境課

▲図 2-4-2-12　業種別特定事業場の状況

畜産農業
23％

旅館業
16％

自動式車両洗浄施設
11％

水産食料品製造業
10％

豆腐煮豆製造業
8％

洗たく業
5％

保存食料品製造業
5％

し尿処理施設
3％

その他
19％
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第 4 章　安全で良好な生活環境の確保

▼表 2-4-2-5　窒素含有量及びリン含有量についての排水基準を適用する湖沼

▼表 2-4-2-6　窒素含有量及びリン含有量についての排水基準を適用する海域

▼表 2-4-2-7　公害防止条例（水質）に規定する特定施設設置届出数

▼表 2-4-2-8　行政上の措置状況

（注）（　）内は仙台市分、内数

②　小規模（未規制）事業場対策

　水質汚濁防止法及び公害防止条例に基づく排水
基準が適用されない工場・事業場の数は 7,213 事
業場となっています。これら小規模な事業場から
の負荷を軽減するため、汚濁排水の削減方法や簡
易な排水処理施設の設置等について指導を行って
います。

③　畜産排水等の対策
　畜産経営に起因する苦情の発生戸数は、減少傾
向にあったものが平成 18 年は増加しましたが、平
成 19 年は、前年と比較し約 3割減少しました。苦
情の主な原因は悪臭や水質汚濁が多くを占めてい
ます。

環境対策課

◎窒素含有量についての排水基準を適用する湖沼  

阿川沼（七ヶ浜町）　漆沢ダム貯水池（加美町）　伊豆沼（栗原市、登米市）　内沼（栗原市、登米市）

平筒沼（登米市）　富士沼（石巻市）　鳴子ダム貯水池（大崎市）　宿の沢ため池（大崎市、栗原市）　

化女沼（大崎市）　丸田沢ため池（仙台市）　嘉太神ダム貯水池（大和町）　青下ダム貯水池（仙台市）　

長沼（登米市）　孫沢ため池（加美町）　長沼（加美町）　月山池（仙台市）　内町ため池（角田市） 

◎燐含有量についての排水基準を適用する湖沼 

青下ダム貯水池（仙台市）　大倉ダム貯水池（仙台市）　月山池（仙台市）　七北田ダム貯水池（仙台市）　

丸田沢ため池（仙台市）　宮床ダム貯水池（仙台市、大和町）　化女沼（大崎市）　川原子ダム貯水池（白石市）

樽水ダム貯水池（名取市）　内町ため池（角田市）　釜房ダム貯水池（川崎町）　松ヶ房ダム貯水池（丸森町、福島県相馬市）

阿川沼（七ヶ浜町）　嘉太神ダム貯水池（大和町）　牛野ダム貯水池（大衡村）　孫沢ため池（加美町）　

漆沢ダム貯水池（加美町）　長沼（加美町）　宿の沢ため池（大崎市、栗原市）　鳴子ダム貯水池（大崎市）　

伊豆沼（栗原市、登米市） 内沼（栗原市、登米市）　栗駒ダム貯水池（栗原市）　花山ダム貯水池（栗原市）

長沼（登米市）　平筒沼（登米市）  富士沼（石巻市）　南川ダム貯水池（大和町）　七ヶ宿ダム貯水池（七ヶ宿町）

広田湾　万石浦　松島湾　気仙沼湾　雄勝湾　女川湾　鮫ノ浦湾　志津川湾　松川浦 

分類 
番号 特定施設の種類

平成 17 年度
末における届

出数

平成 18 年度
末における届

出数

平成１9 年度末における届出数
 ①排水基準適用

②排水基準 
適用外 ①＋②合計うち特別排水

基準適用
1 水産卸売市場の洗浄施設 8 (0) 8 (0) 3 (0) 0 (0) 5 (0) 8 (0)
2 集団給食施設 233 (35) 222 (35) 40 (2) 9 (2) 181 (33) 221 (35)
3 ガソリンスタンド営業・自動車整備業の洗浄施設 989(179) 985(179) 10 (3) 2 (0) 972(176) 982(179)
4 廃油再生用原料処理施設 2 (1) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
5 公衆浴場業の洗場施設 144 (16) 142 (16) 41 (6) 8 (1) 93 (10) 134 (16)
6 ごみ処理施設 1 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
7 動物園 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
8 病院の廃液処理施設 4 (1) 4 (1) 0 (0) 0 (0) 4 (1) 4 (1)
9 アスファルト又は油脂類容器の洗浄施設 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

合　　　　　　　　計 1,382(233) 1,367(234) 95 (12) 19 (3) 1,257(222) 1,352(234)

区分 排出水検査のべ件数 直罰処分件数
改善命令件数（法 13 条）

計画変更命令
改善命令 一時停止命令

平成 15 年度 460 (191) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
平成 16 年度 518 (229) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
平成 17 年度 450 (171) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
平成 18 年度 443 (191) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
平成 19 年度 491 (199) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)

畜産課
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▼表 2-4-2-11　生活排水処理施設整備対象人口・普及率と生活排水対策目標

▼表 2-4-2-9　畜産苦情件数と飼養農家

　「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に
関する法律」は、平成 16 年 11 月 1 日から完全施
行されており、完全施行に向け各地域で家畜排せ
つ物処理施設の整備が進められました。
　現在は、簡易対応を実施している農家等におい
て恒久的な施設整備を進めています。このために
補助事業等が活用されており、主なものとして資
源リサイクル畜産環境整備事業により畜産経営に
起因する環境汚染の防止と経営の健全化を図るた
め広域的な家畜排せつ物処理施設等の整備を実施
しております。

　今後は家畜排せつ物の管理の適正化に向け指導
するとともに、畜産農業者と耕種農家の連携を強
化し、家畜排せつ物の利用の促進を図って行きま
す。

▼表 2-4-2-10　畜産環境総合整備事業による施設等整備実績

⑵　生活排水対策
　工場・事業場排水規制の効果、下水道整備の促
進等、公共用水域の水質保全を図る条件は整いつ
つありますが、閉鎖性水域では依然として水質環
境基準が達成されない水域があり、これら水域で
は汚濁負荷にめる生活系の割合はむしろ大きく
なってきています。
　生活排水を根本的に処理するには下水道等の集
合処理施設の整備が欠かせません。公共下水道の
ほか、地域の実状に応じ、農業集落排水処理施設、
コミュニティプラント、漁業集落排水処理施設等
が県内各地で整備されています。また、各家庭個
別の生活排水処理施設としての浄化槽設置につい
ても補助制度があり、普及してきています。
　また、これら生活排水処理施設の整備と併行し
て、生活排水による水質汚濁の防止に関する知識
の普及・啓発に努めています。

環境対策課

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

豚

農家戸数 460 405 405 323 300

苦情発生戸数 12 21 29 46 22

発生割合 2.6 5.2 7.2 14.2 7.3

全体比 21.4 26.6 35.4 37.1 25.3

採
卵
鶏

農家戸数 90 78 78 68 69

苦情発生戸数 8 8 3 9 2

発生割合 8.9 10.3 3.8 13.2 2.9

全体比 14.3 10.1 3.7 7.3 2.3

ブ
ロ
イ
ラ
ー

農家戸数 43 71 71 71 74

苦情発生戸数 1 2 0 1 12

発生割合 2.3 2.8 0.0 1.4 16.2

全体比 1.8 2.5 0.0 0.8 13.8

乳
用
牛

農家戸数 1,030 986 936 891 845

苦情発生戸数 19 28 33 39 28

発生割合 1.8 2.8 3.5 4.4 3.3

全体比 33.9 35.4 40.2 31.5 32.2

肉
用
牛

農家戸数 7,300 7,100 6,530 6,340 6,150

苦情発生戸数 16 20 17 29 23

発生割合 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4

全体比 28.6 25.3 20.7 23.4 26.4

計

農家戸数 8,923 8,640 8,020 7,693 7,438

苦情発生戸数 56 79 82 124 87

比率 0.6 0.9 1.0 1.6 1.2

年度 H15 H16 H17 H18 H19
事業実施地区数 6 8 7 5 4

家畜排せつ物処理施設 
（たい肥舎・尿だめ・

乾燥処理施設等）
7 15 14 14 6

家畜排せつ物処理・運搬機械 
（運搬車・バキュームカー・

たい肥散布機等）
11 32 24 11 15

区　　　　　　　分 平成 18 年度 平成 19 年度 

生活排水処理施設整備対象人口（人） 1,952,947 1,981,147

生活排水処理施設普及率（％） 83.4 84.9

公共下水道 処理区域内人口 1,733,743 1,753,460

農業集落排水処理施設 処理区域内人口 80,777 83,369

漁業集落排水処理施設 計画処理対象人口 2,125 2,101

コミュニティプラント 処理人口     6,694 6,565

浄化槽 処理人口     129,584 135,625

簡易排水施設 処理区域内人口 24 27

（単位：戸、％）

（単位：地区、基、台）
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第 4 章　安全で良好な生活環境の確保

▼表 2-4-2-12　各種の生活排水関連施設整備の状況

①　下水道の整備
ア　下水道の整備状況
　　下水道は、健康で快適な生活環境の確保と公
共用水域の水質保全を図る上で重要な基盤施設
として全県的にその整備が進められており、平
成 19 年度末における本県の下水道事業は、公共
下水道事業（市町村事業）が全 36 市町村で実施
され、供用が開始されています。

　　また、流域下水道事業（県事業）としては 7
事業（仙塩、阿武隈川下流、鳴瀬川、吉田川、
北上川下流、迫川、北上川下流東部）の整備を
促進しており、全ての流域下水道で供用を開始
しています。

　　本県の下水道普及率は毎年着実な伸びを示し
ており、平成 19 年度末で 75.1％（図 2-4-2-13）
となっていますが、その内訳を見ると、市部の
77.7％に対して、町村部は 64.2％と低く、地域
的な不均衡が生じています。

　　なお、本県では、平成 15 年 3 月に生活排水処
理基本構想「甦る水環境みやぎ」を策定して、
均衡ある生活環境及び社会基盤の整備・拡充の
効率化を図っており、全県に生活排水処理施設
を整備する上での下水道の整備目標は、比率で
84.6％に設定して事業を展開しています。

下水道課

種別 整備状況　 処理人口等

公共下水道
事業実施　36市町村（13市22町1村） 
供用開始　36市町村（13市22町1村）

処理区域内人口
下水道普及率
水洗化人口（A）

1,753,460 人
75.1％
1,627,016 人

農業集落排水処理施設

事業実施市町村 
仙台、石巻、気仙沼、白石、名取、角田、
岩沼、登米、栗原、東松島、大崎、村田、 
丸森、山元、大和、大郷、色麻、涌谷、
美里

事業実施　100地区（11市8町） 
供用開始　 92地区（11市8町） 
処理区域内人口　　　　 83,369人 
水洗便所設置済人口（B）　58,344人

漁業集落排水処理施設
事業実施市町村 
石巻、塩釜、気仙沼、東松島、女川、
志津川

事業実施　10漁港10地区（4市2町）
計画対象処理人口  2,101人 
供用開始　10地区（4市2町） 
供用開始人口（C）  1,788人

コミュニティプラント 2 市 1 町　仙台、大崎、美里 下水道処理区域外人口（D）　6,565人

合併処理浄化槽 設置基数　　　29,491 基
下水道処理区域外人口　135,625人 
使用開始済み人口（E）　 133,659人

簡易排水施設 加美
処理区域内人口  27 人 
供用人口（F）  13 人

生活排水処理適正処理人口（G = A ＋ B + C + D + E + F ） 1,827,385 人 
行政区域内人口（H）　　2,334,874 人　　　　生活排水適正処理率（G/H）　　78.3％
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▲図 2-4-2-13　下水道普及率の推移

イ　下水道終末処理場の水処理状況
　　下水道終末処理場は現在 41 ヶ所で、一日当
たり約 645 千 m3 の汚水を処理しています。下
水道終末処理場放流水の水質は、BODが 0.8 〜
12.1mg/L（除去率 95.1 〜 99.8％）、SS が ND〜
14.9mg/L（除去率 82.6 〜 99.6％）となってお
り、下水道法に定められている放流水の水質基
準（BOD15mg/L 以下（計画放流水質の上限値）、
SS40mg/L 以下）を下回る良好な水質に処理さ
れています。

　　なお、松島湾等の窒素及び燐に係る環境基準
の類型指定がなされている水域に放流している
処理場については、今後、環境基準を達成する
ため、必要に応じ窒素及び燐の除去を目的とし
た高度処理の導入について検討が必要となって
います。

②　農業集落排水処理施設の整備

　農村社会における混住化や生活様式の多様化等
により、農業用用排水の汚濁が進行し、農業生産
性の維持・向上や農村生活環境に悪影響を及ぼし
ていることから、農業集落排水事業により、農業
集落におけるし尿及び生活雑排水等の汚水を処理
する施設を整備し、農業用用排水の水質保全と農
業用用排水施設の機能維持及び農村生活環境の改
善を図っています。

　農業集落排水汚水処理施設は、平成 19 年度まで
に 100 処理区域において整備を実施し、92 処理区
域で供用を開始しています。
　今後も水質汚濁による環境への影響と水質保全
の重要性等に関する住民への積極的な啓発活動と
施設の整備を推進します。
③　合併処理浄化槽の普及促進

　合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて
処理し、管きょで接続せず短期間で各戸に設置で
きることから、人口の散在、地形の影響等地域の
実情により下水道整備等集合処理が適さない中小
都市や農山村地域における生活雑排水処理施設と
して、社会的に高い期待を集めています。
　一方、単独処理浄化槽は生活雑排水を未処理の
まま放流するため、公共用水域の水質保全及び生
活環境を保全する観点からの問題も多く、国では
平成 12 年 6 月に浄化槽法を改正し、「新設時の合
併処理浄化槽の設置義務」及び「既設単独処理浄
化槽の合併処理浄化槽への設置替え努力義務」を
規定しました。
　本県においても合併処理浄化槽の設置基数は
年々増加しており、平成3年3月末に3,859基であっ
たものが、平成 20 年 3 月末には 34,079 基に達し、
その普及が進んでいます。
　しかし、既に設置されている浄化槽総数 69,230

農村整備課

廃棄物対策課
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第 4 章　安全で良好な生活環境の確保

基（平成 20 年 3 月末現在）に対する、合併処理浄
化槽の割合はまだ 5 割に達しておらず、今後も、
既設の単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換
等も図りながら、より一層合併処理浄化槽の普及
を促進していくことが重要です。

▲図 2-4-2-14　浄化槽設置基数の推移

⑶　湖沼水質保全計画
　昭和 45 年に完成した釜房ダムは、湛水面積 3.9k
㎡、有効貯水量 3,930 万㎥の利水、洪水調節、渇
水調整の役割を果たしている多目的ダムです。
　昭和 55 年から 60 年には水道に異臭味障害が継
続して発生したため、昭和 61 年 2 月に全燐に係る
環境基準をⅡ類型として指定したほか、昭和 62 年
に湖沼水質保全国別措置法に基づく指定湖沼の指
定を受け、第 1期「釜房ダム貯水池に係る湖沼水
質保全計画」を策定して以来、平成 14 年度に第 4
期を策定し、水質保全に資する事業、面源負荷対策、
各種汚染源に対する規制等の水質保全対策事業を
総合的かつ計画的に実施してきており一定の効果
を示しています。
　しかし、第 4期計画の最終年度（平成 18 年度）
に至っても COD2.0mg/L、全窒素 0.46mg/L、全
隣 0.013mg/L という目標水質を達成できなかった
ことから、法の改正を踏まえ、長期ビジョン等を
追加した第 5期湖沼水質保全計画を平成 20 年 3 月
に策定し、水質保全対策を継続実施しています。
　釜房ダム貯水池の CODは平成 2 〜 3 年度に高
い値を示し、その後改善傾向がみられましたが、
近年は横ばい傾向にあり、全窒素（T-N）及び全
燐（T-P）については、これまで横ばいから上昇
傾向にありましたが、平成 19 年度は減少が見られ
ました。また、活性炭によるカビ臭除去、曝気循

環によるカビ臭の要因となるフォルミディウムの
異常増殖抑制等に取り組んだ結果、一時期のよう
な継続的なカビ臭の発生はみられていません。平
成 19 年度の化学的酸素要求量（COD）の 75％値
は 2.2mg/L、全燐は 0.014mg/L、全窒素は 0.51mg/
L となっています。
◦川崎町公共下水道の整備
　　貯水池集水域内（指定地域）での平成 19 年度
末の処理可能人口は、6.0 千人、普及率 74.6％で
す。

◦ダム貯水池内の対策
　　異臭味の発生を防止するために、昭和 59 年度
からのパイロット実験により曝気循環装置を導
入、第 4期には多段式散気曝気装置 4基、深層
曝気装置 1基を新たに設置し、湖内水を曝気循
環しています。

◦工場・事業場系の排水対策
　　水質汚濁防止法、湖沼法及び県公害防止条例
に基づく排水規制の他、規制対象外となる工場・
事業場に対しても必要に応じ汚水処理施設の設
置や適正管理の指導を行っています。

◦生活系の排水対策
　　下水道への接続を促進するとともに、下水道
区域外では、雑排水簡易浄化施設の適正な維持
管理や、浄化槽の普及促進と維持管理の適正化
を指導しています。

◦畜産業に係る汚濁負荷対策
　　水質汚濁防止法の排水規制等基準の遵守の徹
底や畜舎の適正管理のほか、経営計画も含めた
農家の指導、家畜排せつ物については「家畜排
せつ物の利用の促進を図るための宮城県計画」
に基づき適正な処理の促進を図っています。

◦面源負荷対策
　　山林、農用地等の面源由来の汚濁負荷に対す
る対策を行うため、水田及び畑地等の面源負荷
の大きい流出水対策地区を指定し、施肥法の工
夫等により地下水汚染を防ぐとともに、地力の
維持向上と環境負荷低減を両立させた土づくり
の推進から持続可能な農業等の確立に努めてい
ます。

◦流域住民の普及啓発と実践
　　地元関係団体で組織する「釜房ダム貯水池湖
沼水質保全対策推進協議会」の活動、小学生対
象の水辺教室の開催、広報紙・パンフレット・
生活排水対策用品配布等を通して、水質保全意
識の普及啓発と実践を進めています。

環境対策課
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◦調査研究の推進
　　水質汚濁機構は、複雑多岐で未解明の部分が
多いため総合的な調査研究が必要です。専門家
の協力を得ながら国、県及び仙台市等で「釜房
ダム貯水池水質保全画に係る調査研究連絡会」
を構成し水質汚濁に関する総合的な調査研究を
推進しています。

⑷　赤潮発生防止対策
　平成19年度には8回の赤潮発生が確認された（表

2-4-2-15）が、いずれも漁業被害は発生していませ
ん。
　今後とも赤潮の発生状況を監視するとともに、
赤潮の発生を防止するため、閉鎖的な内湾流域内
の工場・事業場に対する窒素・燐排水規制や排水
処理施設の設置及び適正管理の指導、下水道の整
備等による生活排水対策等閉鎖性水域の富栄養化
防止対策を推進しています。

環境対策課

⑸　松島湾リフレッシュ事業の推進

　日本三景のひとつであり、優れた景勝地として
広く人々に親しまれている松島湾は、地形的に閉
鎖性海域であることと、近年の周辺地域の都市化
の進展による生活排水の流入により水質が悪化し、
水産業・観光等各方面への影響が危惧されていま
す。
　このような背景から、「日本三景・松島」にふさ
わしい自然豊かな姿を次世代に良好な状態で引継
ぐことと、松島湾の海域環境を改善することを目
的に、平成 5年度に「松島湾リフレッシュマスター
プラン」を策定しました。
　このマスタープランに基づき、下水道整備によ
る生活排水流入負荷削減や、家畜糞尿処理施設な
どの農業・畜産排水対策、さらに海域における作
澪や浚渫・覆砂等による海水循環促進と富栄養化
物質の溶出防止などの各種事業を実施しています。
　平成 14 年度からは、富栄養化により水質汚濁が
進行している閉鎖性水域の水質を浄化するため、
海藻等を利用して窒素や隣といった栄養塩を除去
するとともに生態系を保全し、併せて、育った海
藻の製品化による地場産業の開発を図ることを目的
とした海藻を活用した水質浄化を推進しています。
　当該事業の中間目標年次（平成 17 年度）での事

業評価では、水質や透明度プランクトン、藻場な
どに改善があらわれており、事業実施に伴う一定
の効果があらわれてきていますが、湾内の底質環
境や漁獲物、景観などには明確に効果があらわれ
ていないため、今後も事業評価及び提言を踏まえ、
引き続き必要な対策を進めるとともに、水質や底
質等のモニタリングを継続強化することとしてい
ます。

⑹　水環境教育の推進
　水生生物による水質調査は、河川に住む水生昆
虫等を調べ、その結果から、河川の水環境の状態
を知ろうとするもので、昭和 61 年度から、小中
高校生、一般県民、市町村担当者等に呼びかけて、
身近な河川の水環境を体験し、河川への親しみや
水環境保全意識の啓発のための機会を提供するこ
とを目的として実施しています。
　平成 19 年度には、小・中学生の協力を得た仙台
市、大崎市、気仙沼市、名取市、角田市、多賀城市、
岩沼市、丸森町をはじめ、県が依頼した小・中学校・
高等学校等の合計 72 団体 1,808 名の参加により白
石川、江合川、鳴瀬川、迫川等で調査を実施しま
した。

▼表 2-4-2-13　赤潮発生状況

河川課・環境対策課

環境対策課

発生年月日 場所（海域） プランクトンの種類　　 漁業被害

1 H19.6.5 万石浦（沢田漁港岸壁） Noctilca scintillans　　 なし

2 H19.6.6 仙台湾（荻浜湾湾口部） Noctilca scintillans　　 なし

3 H19.6.6 松島湾（桂島沖） 不明　　 なし

4 H19.6.14 塩釜港内（籬島周辺） Heterosigma akashiwo　　 なし

5 H19.7.9 気仙沼湾湾奥部 Heterosigma akashiwo　　 なし

6 H19.8.9 松島湾湾奥部（宮戸島里浦） 　　　　　 珪藻類を中心に他種類・多数の植物プランクトン なし

7 H19.8.13 気仙沼湾湾奥部 Prorocentrum micans 　　 なし

8 H19.9.21 仙台湾 Noctilca scintillans　　 なし
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第 4 章　安全で良好な生活環境の確保

▼表 2-4-2-14　水生生物による水質調査結果（平成 19 年度）

水系名 河川名 のべ地点数
水質階級

参加団体名
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 判定不能

阿武隈川 1 白 石 川 2 2 大河原町立大河原中学校、柴田町立槻木中学校
2 斉 川 1 1 宮城県白石工業高校工業化学部
3 横 川 1 1 宮城県白石高校七ヶ宿校総合学習「自然」受講者
4 松 川 2 1 1 永野地区子ども育成会
5 澄 川 1 1 永野地区子ども育成会
6 藪 川 1 1 蔵王町立平沢小学校
7 小 屋 沢 1 1 白石市立小原中学校
8 阿武隈川 3 2 1 宮城県伊具高等学校科学部、丸森町役場、亘理町立逢隈小学校
9 小 田 川 1 1 角田市立小田小学校

10 桜 井 川 1 1 角田市立枝野小学校
11 雉子尾川 1 1 丸森町立金山小学校
12 新 川 1 1 宮城県伊具高等学校科学部
13 半 田 川 1 1 角田市役所

名 取 川 14 名 取 川 6 6 仙台市立生出中学校、仙台市立秋保中学校、仙台向山高等学校生物化学部
15 碁 石 川 2 2 川崎町立富岡中学校、川崎町立碁石小学校
16 北 川 1 1 川崎町立川崎小学校

17 広 瀬 川 9 8 1 仙台市役所、仙台市立大沢中学校、仙台向山高等学校生物化学部、 
宮城県第一女子高等学校生物部、仙台市立八木山中学校調査隊

18 芋 沢 川 1 1 仙台向山高等学校生物化学部
19 仙 台 堀 1 1 聖ウルスラ学院英智中学校科学クラブ・高校科学部
20 大 沼 2 2 聖ウルスラ学院英智中学校科学クラブ・高校科学部

七北田川 21 七北田川 2 1 1 仙台市立根白石中学校、仙台市立七北田中学校
松 島 湾 22 砂 押 川 1 1 多賀城市役所（自然塾カワセミクラブ）
仙台湾周辺 23 川内沢川 1 1 名取市役所

24 志賀沢川 2 2 岩沼市役所
鳴 瀬 川 25 鳴 瀬 川 2 2 加美町立中新田小学校、加美町立鳴瀬小学校

26 榎 川 1 1 利府町立しらかし台小学校
27 西 川 1 1 富谷町立富谷中学校
28 渋 川 1 1 大崎市立西古川小学校
29 新 渋 川 2 1 1 大崎市立志田小学校
30 多 田 川 1 1 加美町立上多田小学校
31 保 野 川 1 1 色麻町立清水小学校
32 花 川 1 1 色麻町立色麻小学校
33 吉 田 川 1 1 大和町立吉田小学校
34 唐 府 沢 1 1 加美町立東小野田小学校

北 上 川 35 北 上 川 1 1 登米市立東和中学校
36 黄 牛 川 1 1 登米市立柳津小学校自然科学クラブ
37 大 関 川 1 1 登米市米谷小学校
38 金 流 川 1 1 栗原市立金成中学校
39 有 馬 川 2 2 栗原市立金成中学校
40 旧北上川 1 1 登米市立豊里小学校
41 真 野 川 2 1 1 NPO 法人ひたかみ水の里
42 迫 川 1 1 登米市立佐沼中学校科学部
43 夏 川 1 1 栗原市立金成中学校
44 地 獄 沢 1 1 涌谷町立小里小学校
45 二 迫 川 1 1 栗原市立鶯沢中学校
46 三 迫 川 1 1 栗原市立津久毛小学校
47 鉛 川 1 1 栗原市立鶯沢中学校
48 砥 沢 川 2 2 栗原市立花山小学校、登米市立豊里小学校
49 長 崎 川 1 1 栗原市立長崎小学校

50 江 合 川 8 8 大崎市立鬼首小学校、大崎市立古川北中学校、大崎市立古川中学校科学部、 
古川黎明高等学校自然科学部、大崎市役所

51 大 谷 川 1 1 石巻市立二俣小学校
万石浦周辺 52 志ノ畑川 1 1 宮城県水産高等学校増殖研究クラブ

53 針ノ浜川 1 1 宮城県水産高等学校増殖研究クラブ
54 猪 落 川 1 1 宮城県水産高等学校増殖研究クラブ

津 谷 川 55 津 谷 川 3 2 1 本吉町立津谷小学校、宮城県本吉響高等学校
56 外 尾 川 1 1 本吉町立小泉小学校
57 滝 根 川 1 1 本吉町立大谷小学校

気仙沼湾 58 大 川 6 6 気仙沼市役所、気仙沼自然塾
59 鹿 折 川 3 2 1 気仙沼市立鹿折小学校、気仙沼市立鹿折中学校、気仙沼市立白山小学校
60 八 瀬 川 2 2 気仙沼市立月立小学校、気仙沼自然塾
61 廿 一 川 2 2 気仙沼市立落合小学校

合　　計 105 64 24 7 3 7
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第 2 部　環境保全施策の展開

４　健全な水循環を目指して講じた施策
　「ふるさと宮城の水循環保全条例」に基づき策定
された「宮城県水循環保全基本計画」では、水循
環の健全性を示す重要な要素として、次の 4つを
取り上げ、宮城県を 5つの流域に区分し、評価が
低い流域から、流域水循環計画を策定することと
しています。
　①清らかな流れ（水質のよさ）
　②豊かな流れ（水量の豊かさ）
　③安全な流れ（水災害の少なさ）
　④豊かな生態系（自然環境の豊かさ）

　流域水循環計画では、それぞれの流域の特性を
踏まえて個別の目標を設定し、それを達成するた
めの具体的な施策を示すこととしており、平成 19
年度は、「鳴瀬川流域水循環計画」の策定に着手し、
現状把握及び目標設定のための調査の実施や関係
機関を対象とした検討会議を開催するとともに、
健全な水循環の保全に資する先進的な活動を行っ
ているNPO法人や民間企業等と連携し、策定会
議を通じた住民参加型の計画策定を行いました。

▼表 2-4-2-15　宮城県の水循環の評価（最も良い状態が 10）

※　各 4 つの要素の考え方（数値の計算方法）等、「宮城県水循環基本計画」の詳細については県環境対策課のホームページ参照
　http://www.pref.miyagi.jp/kankyo-t/index_kanan.htm

宮城県全域 南三陸海岸流域 北上川流域 鳴瀬川流域 名取川流域 阿武隈川流域

清らかな流れ 7.5 8.5 6.5 6.7 7.3 7.6 

豊かな流れ 7.6 8.8 7.6 5.2 6.7 8.0 

安全な流れ 6.4 5.0 5.4 7.1 8.0 6.6 

豊かな生態系 6.5 6.6 6.5 6.5 6.4 6.9 

総合評価（合計） 28.0 28.9 26.0 25.5 28.4 29.1 


